
土木管理課 

 議案第３７号  港区公衆便所条例の一部を改正する条例について 

資料一覧

資 料 名 ページ 

港区公衆便所条例の一部を改正する条例について １ 

港区公衆便所条例新旧対照表 ２ 

泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業に伴う車町公衆便所の廃止につ

いて 
３ 

泉岳寺駅地区の街づくりについて（参考資料） ４ 

令和元年６月２４日 資料№２
建 設 常 任 委 員 会



港区公衆便所条例の一部を改正する条例について 

１ 改正内容 

別表（第二条関係）中、車町公衆便所の項を削除します。

２ 改正理由 

  泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業の施行に伴い、車町公衆便所を廃止す

るものです。

３ 施行期日 

  車町公衆便所の廃止については、区規則で定める日から施行します。

（令和２年２月２９日予定）
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泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業に伴う車町公衆便所の廃止について 

泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業区域内の区有地の現状 

(凡例) 市街地再開発事業区域

土地区画整理事業区域

区有地（道路等を除く）

児童遊園

都市計画道路（計画）

高輪二丁目災害対策住宅

（車町公衆便所 併設）

車町児童遊園

シティハイツ車町

① 市街地再開発事業の施行に伴い、車町 

公衆便所を廃止 

② 隣接する土地区画整理事業区域内に整備

される公園内に便所機能を確保

(凡例) 市街地再開発事業区域

公園

街区公園１ 

※本図では、土地区画整理事業により整備される公園のうち、街区公園１のみ掲載 

品川駅北周辺地区土地区画整理事業による公園の整備位置（予定） 

土地区画整理事業区域

国

道

号

15 
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泉岳寺駅地区の街づくりについて 

１．計画地の位置・地区の概況等 

  

 

【位置図】 

 当地区は、都心の南西部、ＪＲ品川駅と田町駅

の中程に位置するとともに泉岳寺駅の直近にあり、

広域幹線道路である国道15号（第一京浜）に接す

る約1.3haの地区です。 

 泉岳寺駅は、現状のホームがラッシュ時に混雑

しており、品川駅周辺の今後の開発に伴い、駅利

用者の増加が見込まれることから、駅利用者の安

全性・利便性の向上が課題となっています。 

 また、当地区は、特定緊急輸送道路である国道

15号沿道に位置していますが、旧耐震基準の建築

物が多くなっています。さらに、空き地や駐車場

等が散見される一方で、駅利用者や地域住民が集

えるスペースが不足しています。 

 そのため、泉岳寺駅の機能強化や既存市街地の

耐震化、広場空間の創出など都市機能の更新を

図っていきます。 

３．これまでの経緯 

４．今後のスケジュール（予定） 

６．施設建築物の概要 

N 

【駅とまちの一体的な整備イメージ】 

・平成２７年７月 
 地権者に対する意見交換会を開始（港区主催） 
・平成２７年１１月  
 都施行による第二種市街地再開発事業の実施を公表 
 地権者に対する勉強会を開始（都・港区主催） 
・平成２８年９月～ 
 地権者代表者による泉岳寺駅地区再開発協議会を設
立 
・平成２９年３月 
 地権者を対象に都市計画素案について説明 

・平成２９年５月 
  近隣住民説明会（事業者による任意の説明
会） 
・平成２９年秋 
  都市計画決定予定 
・平成３６年度 
  事業完了予定 

種類 内容 

道路 

【新設】地区幹線道路の一部区間 

【新設】補助332号線の一部区間 

【整備済】放射第19号線の一部区間（国道15号）  

広場 

【新設】広場１号  

【新設】広場２号  

【新設】地下駅前広場  

５．主な公共施設の概要 

項目 内容 

敷地面積 約8,490 ㎡ 

計画容積率 1,000% 

建物高さ 約145 m  

主要用途 住宅、事務所、店舗、駐車場 

建築面積 約4,900 ㎡ 

延床面積 約111,200 ㎡ 

住宅戸数 約350 ⼾  

【断面イメージ図】 

【平面イメージ図】 

地下レベルからデッキレベル
までを快適につなぐEV、ESC等 

隣接街区との 
デッキ接続 
（検討中） 

放射１９号 
（国道１５号） 

駅出入口 

地下鉄駅ホーム階 

▼１FL 

▼B2FL 

▼B1FL 

２．第二種市街地再開発事業の必要性 

 当地区は、下記の整備を実現するため第二種市街

地再開発事業（※注）を実施していきます。 

①泉岳寺駅の機能強化 

・今後、駅利用者の増加が見込まれることから、

ラッシュ時の混雑緩和や利用者の安全性・利便性の

向上等のため、駅ホームの拡幅など泉岳寺駅の機能

を強化 

②補助332号線の着実な整備 

・国道15号と新駅を結ぶアクセス道路補助332号線

の令和２年ＪＲ新駅暫定開業までの着実な整備 

平成２７年 ７月 地権者に対する意見交換会を開始（港区主催） 

平成２７年１１月 
都施行による第二種市街地再開発事業の実施を公表 
地権者を対象に勉強会を開始（東京都主催） 

平成２８年 ９月 
地権者代表者による泉岳寺駅地区再開発協議会を設
立  

平成２９年１１月 都市計画決定 

平成３１年 ２月 事業計画決定 

令和元年度 
管理処分計画の決定 
特定建築者の公募 

令和３年度 建築工事着手 

令和６年度 事業完了 

４ 

※注 第二種市街地再開発事業は、地方公共団体等

が行う公共性、緊急性が高い事業で、一旦施行地区

内の土地・建物等を施行者が買収又は収用します。 

 地権者が希望すれば、その対価に代えて再開発ビ

ルの床を譲り受けることができます。 

 

地区幹線道路 
（        ） 
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